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 富山県工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、 

公布する。 

  平成30年３月26日 

                    富山県知事 石  井    一 

富山県規則第11号 

   富山県工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 富山県工業技術センター条例施行規則（昭和61年富山県規則第25号）の一部を次 

のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   富山県産業技術研究開発センター条例施行規則 

 第１条中「富山県工業技術センター条例」を「富山県産業技術研究開発センター 

条例」に改める。 

 第２条中「富山県工業技術センター（以下「工業技術センター」を「富山県産業 

技術研究開発センター（以下「産業技術研究開発センター」に、「工業技術センタ 

ーに」を「産業技術研究開発センターに」に改める。 

 第３条第１項第４号中「工業技術センター所長」を「産業技術研究開発センター 

所長」に改める。 

 第４条中「第４条」を「第４条第１項」に、「同条」を「同項」に改める。 

 第８条第１項各号列記以外の部分及び第２項中「工業技術センター」を「産業技 
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術研究開発センター」に改める。 

 別表第１の７の表マイクロフォーカスエックス線ＣＴの項の次に次のように加え 

る。                                    
 
 ナノフォーカスエックス線ＣＴ １台につき１時間  7,930円  

 別表第１の７の表ＴＥＭ用試料作製装置の項の次に次のように加える。 
 
 イオンミリング装置 １台につき１時間 1,980円  

 別表第１の７の表中 
 
｢ 三次元測定装置 １台につき１時間 1,900円  
 非接触三次元測定装置 １台につき１時間 2,520円 ｣ 

を 
 
｢ 三次元測定機 １台につき１時間 1,900円  
 非接触三次元測定機 １台につき１時間 2,520円  
 非接触三次元形状測定器 １台につき１時間 1,760円 ｣ 

に、 
 
｢ プラスチック成形加工機 １台につき１時間 2,130円  
 樹脂溶融混練押出装置 １台につき１時間 2,090円  
 小型射出成形機 １台につき１時間 670円 ｣ 

を 
 
｢ 粘弾性測定装置 １台につき１時間 3,080円  
 キャピラリーフローテスター １台につき１時間 3,360円  
 長期熱安定性評価試験機 １台につき１時間 800円  
 小型射出成形機 １台につき１時間 670円  
 真空射出成形機 １台につき１時間 860円  
 射出成形用金型 １台につき１時間 680円  
 プラスチック成形加工機 １台につき１時間 2,130円  
 樹脂溶融混練押出装置 １台につき１時間 2,090円  
 フィルム作製装置 １台につき１時間 360円 ｣ 
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に改め、同表二軸スクリュー混練押出機の項の次に次のように加える。 
 
 高混練二軸押出機 １台につき１時間 2,690円  

 別表第１の７の表ＰＶＴ試験機の項の次に次のように加える。 
 
 大型真空プレス １台につき１時間 1,840円  

 別表第１の７の表環境試験装置の項の次に次のように加える。 
 
 恒温環境室 １台につき１時間 1,030円  

 別表第１の７の表微粒化装置の項の次に次のように加える。 
 
 微粒子用摩砕機 １台につき１時間 830円  

 別表第１の７の表中「エックス線回析装置」を「エックス線回折装置」に改める。 

 別表第２の１の表中                            
 
｢  エックス 

 
線回析 

チャート   6,860円  
  同定分析   10,920円 ｣ 

を                                     
 
｢   

エックス 
 
線回折 

チャート  7,010円    
  同定分析  12,570円  
  特殊分析  16,030円 ｣ 

に改める。 

 別表第２の２の表中                            
 
｢ 
 動電形試験機によるもの  

  

2,910円 

   １時間を超える場合   

  にあつては、１時間ご   

  とに 870円を加算した  

  額 ｣ 

を 
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｢ 
 動電形試験機によるもの  

  

3,620円 

  １時間を超える場合  

 にあつては、１時間ご 

 とに 1,900円を加算し 

 た額 

 
 
 

 
 
 大型振動試験機によるもの  6,970円 

  １時間を超える場合 

 にあつては、１時間ご 

 とに 2,800円を加算し 

 た額  
 
 温度湿度複合大型振動試験機

によるもの 

 8,720円 

  １時間を超える場合 

 にあつては、１時間ご 

 とに 4,550円を加算し 

 た額 ｣ 

に、「 2,700円」を「 2,720円」に、 
 
｢ 片持式回転曲げ疲労試験  440円 ｣ 

を 
 
｢ 片持式回転曲げ疲労試験  440円  
 
長期熱安定性評価試験  4,970円 

  １時間を超える場合 

 にあつては、１時間ご 

 とに 800円を加算した 

 額 ｣ 

に、 
 
｢ 弾性率測定試験（高温設定）  3,810円 ｣ 
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を 
 
｢ 弾性率測定試験（高温設定）  3,810円  
 粘弾性試験  6,020円 ｣ 

に改める。 

 別表第２の４の表中 
 
｢ 形状 分布測定を要しないもの  1,070円  
 測定 分布測定を要するもの  2,210円 ｣ 

を                                     
 
｢ 
形状 

測定 

非接触三次元形 

状測定器による 

もの 

分布測定を要 

しないもの 

 1,800円  
  

 
 

分布測定を要 

するもの 

 2,510円  
  

 
 

その他の測定機 

によるもの 

分布測定を要 

しないもの 

 1,070円  
  

 
 

分布測定を要 

するもの 

 2,210円  
  

｣ 

に、「 3,540円」を「 5,660円」に改める。 

 別表第２の５の表中「 2,400円」を「 2,450円」に、「 1,150円」を「 1,230円」 

に、 
 
｢ 
マイクロフォーカスエックス線Ｃ

Ｔ試験 

 13,170円 

 

 
  

｣ 

を 
 
｢ マイクロフォーカスエックス線Ｃ

Ｔ試験 

 13,170円  
  

 
 ナノフォーカスエックス線ＣＴ試

験 

 12,330円  
  

｣ 

に改める。 
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 別表第２の８の表中 
 
｢ 細孔分布測定  14,920円  
 
クリープ試験  79,750円 

  １測定が 100時間を   

 超える場合にあつては、 

  100時間につき70,210  

 円を加算した額 
｣ 

を 
 
｢ 細孔分布測定  14,920円 ｣ 

に、 
 
｢ 熱変形温度測定  2,930円 ｣ 

を 
 
｢ 熱変形温度測定  2,930円  
 キャピラリーフロー測定  4,740円 ｣ 

に改める。                                 

 様式第１号中「富山県工業技術センター条例」を「富山県産業技術研究開発セン

ター条例」に、「工業技術センター        を」を「産業技術研究開発セ 
 

ンターを」に、 

｢ 
富山県工業技術セ 

ンター条例施行規 

則別表第１に定め 

る種別 
｣ 

を 

｢ 
富山県産業技術研 

究開発センター条 

例施行規則別表第 

１に定める種別 
｣ 

に、 

                                      
｢ 

利 用 の 目 的 
 

 
｣ 

を                               
 
｢ 

利 用 の 目 的 
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県内の事務所 
 

又 は 事 業 所 

所 在 地   
 名  称   
 電話番号  ｣ 

に改め、同様式に備考として次のように加える。 

 備考 「県内の事務所又は事業所」欄は、県外の申請者が県内に事務所又は事 

   業所を有する場合に記入すること。 

 様式第２号中「富山県工業技術センター条例」を「富山県産業技術研究開発セン 

ター条例」に、 
 
｢ 試 験 等 の 成 績 書 

 
の 副 本  

      要      通 
 
      否 

 
｣ 

を 
 
｢ 試 験 等 の 成 績 書 

 
の 副 本  

      要      通 
 
      否 

 
 

 

県 内 の 事 務 所 
 

又 は 事 業 所 

所 在 地   
 名  称   
 電話番号  ｣ 

に改め、同様式に備考として次のように加える。 

 備考 「県内の事務所又は事業所」欄は、県外の申請者が県内に事務所又は事 

      業所を有する場合に記入すること。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に依頼の承認を受けている者の当該承認に係る手数料の 

 額については、この規則による改正後の別表第２の規定にかかわらず、なお従前 

 の例による。 

３ この規則による改正前の富山県工業技術センター条例施行規則に定める様式に 

 よる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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                             （商工企画課）  
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